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申告会場は２月 16 日（月）から「富山県民会館」に開設します。 

 

申告会場は大変な混雑が予想されるため、申告書の作成に当たっ

ては国税庁ＨＰの「確定申告書等作成コーナー」を是非ご利用くだ

さい。 

確定申告に関するご相談は、チャットボット（税務職員ふたば）

をご利用ください。ご質問を入力いただければ、ＡＩ（人工知能）

を活用し自動でお答えします。また、国税庁ＨＰでは、申告（納

税）に関する情報やタックスアンサー（よくある税の質問）を提供

しています。 

 

○申告会場について 

申告会場では、ご自身のスマホで申告していただいております。 

  ※マイナンバーカードをご持参いただくほか、 

   ①利用者証明用電子証明書の暗証番号（数字４桁） 

   ②署名用電子証明書の暗証番号（英数字６文字～16 文字） 

を確認の上、ご持参ください。 
 

申告会場  富山県民会館 

所 在 地  富山市新総曲輪４番 18 号 

開設期間  令和８年２月 16 日(月)～３月 19 日(木)の平日 

※ ３月１日（日）は相談を受け付けております。 

受付時間  ９：00 ～ 16：00 

令和７年分確定申告のお知らせ 
（所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税並びに贈与税） 

https://www.nta.go.jp/about/organization/kanazawa/location/toyama/toyama/index.htm
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm


入場整理券の配付方法は２通りあります。 

 

 

 

 

ＬＩＮＥアプリを使って申し込む場合は、国税庁 

ＬＩＮＥ公式アカウントと友だち登録が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 申告会場への入場には「入場整理券」が必要です。 

   なお、「入場整理券」の配付枚数には限りがありますので、ご了承ください。 

２ 無料駐車場はありません。 

３ 富山県民会館での申告会場開設期間中は、富山税務署庁舎内に申告会場 

は設けておりません。 

 

 

〇申告期限について 

令和７年分の所得税及び復興特別所得税、贈与税の申告期限は令

和８年３月 16 日（月）、個人事業者の消費税及び地方消費税の申告

期限は令和８年３月 31 日（火）です。  
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